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資料 14　一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会運営規則
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【別表 1】退職手当金額表

加入年数 金　　額
3 年 40,000
4 年 53,000
5 年 66,000
6 年 79,000
7 年 98,000
8 年 117,000
9 年 132,000

10 年 147,000
11 年 163,000
12 年 178,000
13 年 194,000
14 年 210,000
15 年 226,000
16 年 242,000
17 年 258,000
18 年 275,000
19 年 292,000
20 年 308,000
21 年 325,000
22 年 343,000
23 年 360,000
24 年 377,000
25 年 395,000

26 年以上は省略
注：表は平成 28 年 4 月 1 日以降の退職者に適用

【別表 3】付加給付金額表

加入年数 金　　額
８年 5,000
９年 7,000

10 年 15,000
11 年 17,000
12 年 19,000
13 年 21,000
14 年 23,000
15 年 25,000
16 年 27,000
17 年 29,000
18 年 31,000
19 年 33,000
20 年 35,000
21 年 37,000
22 年 39,000
23 年 41,000
24 年 43,000

25 年以上 50,000

注：付加給付金は平成 23 年 4 月 1 日以降の退職者に適用
　　表は平成 30 年 4 月 1 日以降の退職者に適用

【別表 2】平成 16 年に新制度に移行する際の経過措置の表のため、割愛




